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衆
議
院
議
員
櫻
井
周
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提
出
大
阪
万
博
の
開
催
期
間
中
の
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
の
大
幅
な
規
制
緩
和
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
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を
送
付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
大
阪
万
博
の
開
催
期
間
中
の
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
の
大
幅
な
規
制
緩
和
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
上
記
万
博
推
進
本
部
が
要
請
す
る
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
」
の
「
実
施
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
す
る
予
定
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

令
和
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
開
催
期
間
中
に
お
け
る
お
尋
ね
の
「
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
の
規
制
緩
和
」
に
つ
い
て

は
、
今
後
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
は
、
「
二
〇
二
五
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
（
大
阪
・
関
西
万
博
）
の
準
備
及
び
運
営
に

関
す
る
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
「
会
場

の
位
置
す
る
大
阪
の
臨
海
部
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
、
円
滑
な
人
流
・
物
流
の
維
持
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
十
分
留
意
し

つ
つ
、
交
通
総
量
を
抑
制
す
る
た
め
の
諸
対
策
を
推
進
す
る
等
、
半
年
間
に
わ
た
る
大
阪
・
関
西
万
博
の
開
催
が
一
般
交
通

及
び
市
民
生
活
に
与
え
る
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
配
慮
す
る
」
と
し
て
お
り
、
同
方
針
を
踏
ま
え
て
、
当
該
博
覧
会



 

２ 

 

の
会
場
の
周
辺
地
域
の
地
方
公
共
団
体
等
と
適
切
に
連
携
し
て
ま
い
り
た
い
。 


